
 

月 国・県の動き 教育推進協議会等 対応状況 

３ 
・ 
４ 

３／ ２ 全国で学校臨時休業開始 

４／ ７ 国緊急事態宣言(7都府県→4/16全国拡大） 

４／１０ 県非常事態宣言（～5/6まで臨時休業） 

 

・ 卒業式・入学式は必要最低限の人数及び内容とし、感染防止対策のうえ実施 

・ 学習プリントの配付や個別指導等の対応で学習指導を継続 

・ 全県立高校でオンライン学習支援開始（４／２０～） 

５ 

 （～5/31まで臨時休業延長） 

 

 

 

 

５／１４ 国緊急事態宣言解除 

（全国から８都道府県に縮小） 

～５／２２ 学校再開準備期間 

５／２５～ 「登校日」実施期間 

５／２５ 国緊急事態宣言解除 

第１回（５／ １） 

・ 休業中の児童生徒に対する学習支援

の現状と課題について 

第２回（５／ ８） 

・ 学校再開後の実施体制と学校休業の

さらなる長期化への対応について 等 

第３回（５／１５） 

・ 学校再開ガイドラインについて 

第４回（５／２９） 

・ 学校再開の状況について 

 ・ ＩＣＴ環境の充実について 等 

◆ 学校再開ガイドライン策定（５／１５） 

・ 学校再開の基本的方針と学校生活の各場面における感染防止対策をまとめたもの 

・ 学校再開ガイドラインに基づく「学校再開前チェックリスト」により衛生対策を実施 

６ 
６／ １ 段階的に学校再開（分散登校） 

６／１５ 学校再開（通常授業） 

 ◆ 熱中症予防対策（６／１通知） 

◆ 部活動の再開 （６／４通知） 

・ 段階的な再開 → 「部活動再開チェックリスト」による確認を徹底 

７ 

７／１５ 県立高校で全国初のクラスター発生 

 

 

 

 

 

 

 

７／３１ 県第２波非常事態宣言 

第５回（７／３０） 

・ 県内の感染状況について 

 ・ 学校におけるクラスター発生 

 ・ 感染防止対策の徹底について 

◆ 健康観察等の見直し（７／２１通知） 

・ 「健康チェックカード」の様式・運用改善 

→ 具体的な検温結果の記入、自宅休養とする該当症状を明示 

→ 休日の部活動時等における健康状態の確認、報告を徹底 

◆ 全県立学校で学校実地調査の実施（７／２３～７／３１） 

・ 全県立高校・特支８３校を訪問し、教職員の執務室における３密対策等を重点チェック 

  → シールド設置により執務室の対面配置を回避するなど、不十分な箇所を現地指導 

◆ 夏休みにおける感染防止対策の徹底（７／３１通知） 

・ 児童生徒･保護者･教職員にメッセージ配布し、感染防止対策や毎日の体調チェック徹底 

８ 

８月上旬 

 県外高校の寄宿舎（寮）でクラスター発生 

第６回（８／２８） 

・ ７月以降の県内感染状況について 

 ・ 学校における感染の状況及び感染防

止に係る対応について 

 ・ ９月以降の学校運営上の留意点につ

いて 

◆ 夏季休業・お盆休みの感染防止対策のさらなる徹底（８／７通知） 

・ 児童生徒･保護者･教職員向けメッセージで、家庭等での感染防止対策の徹底を再確認 

→ 県をまたぐ帰省や旅行は慎重に判断、部活動の遠征は日帰りを基本 

◆ 家庭内感染を踏まえた感染防止対策の徹底（８／１２通知） 

・ ウイルスを学校に持ち込まない対策を一層徹底 

 → 本人のみならず同居家族に症状がある場合も、自宅で体調を観察するなど慎重に対応 

◆ 他県におけるクラスター発生を踏まえた対策（８／１７通知） 

 ・ 寄宿舎(寮)における感染防止対策を徹底 

→ 居室での３密回避、喫食時の対面回避、入浴は原則個別とし、共用物は定期的に消毒 
 ９／ １ 県第２波非常事態宣言解除  

９ 

  ◆ 学校行事における感染防止の徹底・感染予防を踏まえた熱中症対策（９／１通知） 

・ ９月以降の学校行事における感染防止の徹底 

→ 学校行事の精選を検討し、時間短縮や参加人数を制限するなどして実施 

→ 修学旅行は、宿泊を伴う行程での感染防止徹底が困難であるため、近距離地域への行

先変更や旅行日程を短縮し、日帰りによる実施 
 
◆ 日帰り修学旅行支援事業（９月補正予算） 

新型コロナウイルス感染防止に係るこれまでの対応状況 

【 課 題 】 

✔ 発症した教職員の執務室環境 

・ 同室に多人数常駐、対面配席、同室で喫食 

✔ 「健康チェックカード」による健康状態の確認 

・ 該当する目安の症状が個別確認できない 

・ 休日の部活動等での運用が統一されていない 

【 主な対応方法・留意点 】 

・ 「健康チェックカード」で、登校時に健康状態を確認 

・ マスクの着用、手洗い（手指消毒）の徹底 

・ 可能な限り常時、教室を換気し、身体的距離を確保した座席配置 

・ 近距離での作業、身体接触を伴う活動を回避するなど、年間指導計画の実施時期を変更 

・ 集会等の大人数による活動を回避、密集して長時間活動する行事は延期又は中止 

・ 部活動は基礎的活動に限定するなど練習方法を工夫 

・ 喫食時は会話を控え、対面の配席を回避 

・ 心のアンケート、スクールカウンセラー等による個別面談を実施 

資料２ 

1 
 

【 課 題 】 

✔ 宿泊を伴う遠征後に感染拡大 

✔ 共同生活の場面における感染防止対策 

 ・ 食堂や浴室の使用における人数制限なし 

 

令和２年度修学旅行実施状況 



12 

１２／ ７ 県立高校でクラスター発生 

１２／ ７ 私立高校２校でクラスター発生 

１２／１９ 私立高校でクラスター発生 

 

 ◆ 感染症流行期の冬季における対応（１２／１６通知） 

 ・ 教室等の室内環境は、可能な限り常時換気に努めながら、空調設備の適切な活用や衣服

の着用等で体調を管理 

  → 特に、食事後の歓談時のマスク着用などの感染防止対策を徹底 

 ・ コロナ・ハラスメント防止を適切に実施 

・ 児童生徒・保護者・教職員にメッセージを配付 

  → 年末年始を迎え、不特定多数の人が密集する行事等への参加を自粛 

１ 

１／ ９ 県立高校でクラスター発生 

１／ ９ 県非常事態宣言 

１／１３ 私立高校でクラスター発生 

１／１４ 国緊急事態宣言 

（１都３県から１都２府８県に拡大） 

中等教育機関代表者との意見交換会（１／８） 

 ・ 寮生活や部活動における感染防止対

策の徹底について 

第７回（１／２１） 

・ 県内感染状況及び学校におけるクラ

スターの発生状況について 

・ 緊急事態宣言を踏まえた対応状況に

ついて 

◆ 家庭と連携した日常生活等における感染防止対策の徹底（１／１２通知） 

 ・ 部活動での高感染リスクの行動を回避、日常生活全般での感染防止対策を徹底 

  → 部活動チェックリスト・寮チェックリストに基づく感染防止対策の遵守、履行確認 

◆ 緊急事態宣言を踏まえた学校運営（１／１４通知） 

 ・ 「ぎふコロナガード」による感染防止の一層の徹底と教育活動の継続 

  → オンライン学習支援や時差登校の実施、部活動等の感染リスクの高い活動を回避 

→ 飲食時･ミーティング等会話を伴う際のマスク着用、共用スペースの分散利用を徹底 

２ 

・ 

３ 

２／ ４ 国緊急事態宣言延長 

 

２／２８ 国緊急事態宣言解除（１都３県除く） 

 

３／ ８ ～４月上旬 

     県新型コロナウイルス緊急対策 

 

３／２１ 国緊急事態宣言解除（１都３県） 

 

 

第８回（３／４） 

・ 県内児童生徒等の感染状況について 

・ 緊急事態宣言解除後の学校における

取組について 

◆ 緊急事態宣言の延長を踏まえた対応（２／４通知） 

 ・ 学校外の日常生活での注意点（保護者を含む） 

→ 大人数での飲食等の回避、不要不急の外出の自粛、毎日の体調確認の徹底 

◆ 学校教育活動を継続するための感染防止対策の徹底（３／５通知） 

 ・ 各場面における感染防止対策を徹底したうえで、学校教育活動を継続 

→ 授業や部活動は、感染リスクの低い活動を組み合わせるなど工夫 

→ 部活動は通常どおりの活動時間、対外試合等は日帰りを基本として実施 

→ 年度末から年度始めの学校行事等における３密回避等の対策を徹底 

  

学校生活全般における対策 

○ 各学校の「ぎふコロナガード（管理職）」が、感染防止対策を徹底 

  （マスクの着用、「健康チェックカード」による毎日の健康確認、手洗い（手指消毒）、教室等の換気、喫食時における会話回避など） 

○ 飛沫の飛散、水しぶき等による感染リスク防止の徹底（歯磨きを個別に実施、トイレ掃除の際に手袋を着用など） 

○ ＩＣＴの活用等により、学校教育活動を継続（必要に応じてオンラインでの授業配信を活用など） 

授業等における対策 

○ 感染リスクの高い活動は、リスクの低い他の活動と組み合わせ、当該活動を短時間とするなど工夫（状況に応じ、休止を含め制限を検討） 

○ 体育の授業では、可能な限り屋外で実施し、集団での活動は避け、個人で行う活動とするとともに、運動を行っていない時（着替えや移動時、教

員の説明、グループでの話し合い、用具準備や片付け等）や呼気が激しくならない軽度な運動ではマスクを着用 

部活動における対策 

○ 感染リスクの高い活動は、他の練習メニューを組み合わせるなど工夫し、当該活動を短時間とするなど工夫（状況に応じ、休止を含め制限を検討） 

○ 活動開始前の健康状態の確認、飲食・部室利用時の感染防止対策を徹底、ミーティングや軽度な運動時のほか、休憩時の飲食以外はマスクを着用 

○ 活動時間については、感染防止対策を徹底したうえで、通常どおりの活動時間（岐阜県高等学校部活動ガイドラインに準拠） 

○ 対外試合等は日帰りを基本として実施（「緊急事態措置を実施すべき区域」指定地域を除き、訪問先の感染状況･感染防止対策を確認して実施） 

寮･寄宿舎生活における対策 
○ 寮や寄宿舎を設置する学校においては、チェックリストを活用し、共同生活における感染防止対策を徹底 

  （室は一人一室を原則とし、居室利用者以外は入室を禁止、共用スペース（食堂･浴室等）は分散利用を徹底など） 

学校行事等における対策 
○ 入学式等は、参加者の身体的距離が確保できる配席とし、短時間で実施  ○ 始業式等は、ＩＣＴや放送機器を活用した分散実施を基本 

○ 修学旅行は喫緊の課題であることから、これまでの知見や経験を活かして在り方を示していく必要あり（学校に通知予定：資料３） 

令和３年度当初の取組 ～引き続きこれまでの感染防止対策を徹底し、学校での再拡大を阻止～ 

【 課 題 】 

✔ 大人数での飲食等によるクラスター発生 

・ 食事前後に、マスクを着用せず近距離で会話 

✔ 学校外での日常生活での感染防止対策 

～ 

2 

【 課 題 】 

✔ 寮生活や部活動を通じて感染拡大 

・ 会話を伴う場面でマスクを外す「隙」 

・ 現場での感染防止対策の徹底不十分 

✔ 共同生活において、帰省等による外部由

来の要因に対する感染防止対策 


